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平
成
２９
年
度
中
（
平
成
２９
年
４
月
１

日
か
ら
平
成
３０
年
３
月
３１
日
）
に
最
初

の
新
規
検
査
を
受
け
た
三
輪
以
上
の
車

両
に
つ
い
て

、
排
ガ
ス
性
能
に
応
じ

て
、
税
率
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
・
・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ま
・
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
な
お
、
排
ガ

ス
性
能
に
関
し
て
は
、
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
く
だ
さ
い
。
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５
月
３１
日
（
木
）
は
、
自
動
車
税
の
納

期
限
で
す
。

４
月
１
日
現
在
、
自
動
車
を
お
持
ち

の
方
に
対
し
、
５
月
上
旬
に
県
税
事
務

所
か
ら
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

の
で
、
お
近
く
の
県
税
事
務
所
、
金
融

機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で

納
付
し
て

く
だ
さ
い
（
納
付
場
所
は
、

納
税
通
知
書
の
裏
面
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
）。

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
な
ど
を
利
用
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
バ
ン
キ
ン
グ
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

（
利
用
者
に
は
決
済
手
数
料
が
か
か
り

ま
す
。
）
で
も
納
付
し
て
い
た
だ
け
ま

す
。な

お
、
名
義
変
更
・
廃
車
な
ど
の
手

続
を
他
の
人
に
依
頼
し
た
自
動
車
に
つ

い
て
、
納
税
通
知
書
が
届
い
た
場
合

は
、
そ
れ
ら
の
手
続
が
３
月
末
日
ま
で

に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
の
で
、
依
頼
先
に
ご
確
認
く
だ
さ

い
。ま

た
、
転
居
な
ど
に
よ
り
納
税
通
知

書
が
届
か
な
い
と
き
は
、
管
轄
の
県
税

事
務
所
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。納

付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
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
月

・

・

・
・

４
月
１
日
現
在
で
軽
自
動
車
を
お
持

ち
の
方
に
は
、
５
月
上
旬
に
役
場
か
ら

納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

最
寄
り
の
金
融
機
関
ま
た
は
役
場
会

計
室
窓
口
に
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

平
日
の
日
中
に
納
付
す
る
こ
と
が
難
し

い
方
は
、
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
ま
・
の
で
、
役
場
税
務
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
次
の
手
帳
を
持
つ
所
有
者

で
、
一
定
の
要
件

に
該
当
す
る
場
合

は
、
軽
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

○
身
体
障
害
者
手
帳

○
戦
傷
病
者
手
帳

○
療
育
手
帳

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
等

減
免
を
受
け
る
方
は
、
納
期
限
の
１０

日
前
ま
で
に
身
体
障
害
者
手
帳
等
、
運

転
免
許
証
、
納
税
通
知
書
、
印
鑑
を
持

参
し
て
役
場
に
て
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。軽

自

動

車
税
は
普
通
自
動
車
税
と
異

な
り
月
割
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ

て
、
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
全
額

課
税
さ
れ
ま
す
。

軽
自
動
車
の
売
却
等
を
さ
れ
、
売
却

時
の
契
約
に
よ
り
、
販
売
店
等
の
第
三

者
が
税
金
を
支
払
う
場
合
で
も
、
納
税

通
知
書
は
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に

送
付
し
、
口
座
振
替
を
ご
契
約
の
場
合

は
、
所
有
者
が
登
録
し
て
い
る
口
座
か

ら
引
き
落
と
し
が
さ
れ
ま
す
。
事
前
に

そ
の
旨
を
ご
連
絡
い
た
だ
い
て
も
、
販

売
店
等
の
第
三
者
に
納
税
通
知
書
を
送

付
す
る
こ
と
も
、
口
座
振
替
を
停
止
す

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
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口
座
振
替
を
ご
契
約
の
方
に
は
、
６

月
の
中
旬
ご
ろ
に
継
続
検
査
用
（
車
検

用
）
の
納
税
証
明
書
を
送
付
い
た
し
ま

す
。
口
座
振
替
日
か
ら
、
証
明
書
が
届

く
ま
で
の
間
に
必
要
な
方
は
、
税
務
課

窓
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・
・
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・
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最
初
の
新
規
検
査
か
ら
１３
年
を
経
過

し
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
経
年
車

重
課
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
最
初

の
新
規
検
査
と
は
、
今
ま
で
に
車
両
番

号
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
軽
自

動
車
を
新
た
に
使
用
す
る
と
き
に
受
け

る
検
査
で
あ
り
、
一
般
的
に
車
検
と
言

わ
れ
る
継
続
検
査
と
は
異
な
り
ま
す
。

最
初
の
新
規
検
査
の
時
期
は
、
・
・
・

・

・
・
・
龴
年
月

・
・
・
・
・
く
だ

さ
い
。
な
お
、
平
成
１５
年
１０
月
１４
日
前

に
最
初
の
新
規
検
査
を
受
け
て
い
る
場

合
は
、
最
初
の
新
規
検
査
の
「
月
」
の
把

握
が
で
き
な
い
た
め
、
龶
・
・
・
・
・

龴
・
・
・
・
年
・
12
月
・
・
・
・
し
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

税
の

お
知
ら
せ


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・
・
・
・

・
・
・
・
・
／
・
・

・
・
・
・
・
／
・
1
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

／
・
1
・

・
・
・
・
・
／
・
・

・

・

・
／
5
月
・

・

・

・
／
5
月
1
・

・

・・

・・・・・年・・ ・・・・年・・

最初の新規検査が

平成17年3月までの車両※

最初の新規検査が

平成17年4月から

平成27年3月までの車両

軽三輪 4,６００円 3,1００円

四輪 乗用
自家用 12,9００円 7,2００円

営業用 8,2００円 ５,５００円

四輪 貨物用
自家用 ６,０００円 4,０００円

営業用 4,５００円 3,０００円

※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車を除く。

・・・・・・・・0年月・
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3月 1 1 ０ ０ ０

1～3月 1 1 ０ ０ ０

・・ ・・・・ ・・・・・・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・・

3月 ０ ０ ０ ０ ０

1～3月 ０ ０ ０ ０ 3

・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・

3月 ０ ０ 1 1

1～3月 4 ０ 1 3
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経
済
産
業
省
で
は
、
６
月
１
日
現
在

で
「
平
成
３０
年
工
業
統
計
調
査
」
を
全
国

一
斉
に
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
我
が
国
の
工
業
の
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
製
造
業
に
属
す
る
事
業
所
を
対
象

に
行
わ
れ
る
重
要
な
調
査
で
す
。

調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体

の
行
政
施
策
の
重
要
な
基
礎
資
料
と
し

て
使
わ
れ
る
な
ど
、
広
く
利
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

調
査
を
お
願
い
す
る
事
業
所
へ
は
、

知
事
が
任
命
し
た
統
計
調
査
員
が
５
月

中
旬
か
ら
調
査
票
を
持
っ
て
お
伺
い
し

ま
す
。（
一
部
事
業
所
で
は
経
済
産
業

省
か
ら
直
接
郵
送
で
届
き
ま
す
。
）お
忙

し
い
時
期
と
は
存
じ
ま
す
が
、
ご
回
答

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
統
計
法
に
基
づ
き
調
査
内
容

の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正
確

な
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
・

・
・

総
務
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企
画
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